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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年6月25日(2014.6.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】
　船舶用エンジンの潤滑剤基油と、
　アルカリ金属またはアルカリ土類金属で構成された少なくとも１種の過塩基性清浄剤と



(2) JP 2010-506023 A5 2014.8.21

、を含むシリンダ潤滑剤であって、
　ＡＳＴＭ Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上であり
、
　さらに、
　第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択さ
れる１種以上の化合物（Ａ）を、当該シリンダ潤滑剤の総重量に対して０．１～２重量％
含有し、
　前記一級モノアルコール、前記第二級モノアルコールおよび前記第三級モノアルコール
は、飽和性アルキル鎖を有する、または、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含
むアルキレン鎖を有し、
　前記アルキル鎖または前記アルキレン鎖は、それぞれ、炭素数が少なくとも１２の、直
鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖である、シリンダ潤滑剤。
　　【請求項２】
　請求項１において、４０～７０ｍｇＫＯＨ／ｇの塩基価を有するシリンダ潤滑剤。
　　【請求項３】
　請求項１において、５０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇの塩基価を有するシリンダ潤滑剤。
　　【請求項４】
　請求項１において、５５ｍｇＫＯＨ／ｇの塩基価を有するシリンダ潤滑剤。
　　【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項において、化合物（Ａ）が、炭素数１２～２４のアルキル
直鎖を主鎖として含む重質モノアルコールから選択され、
　前記アルキル直鎖が、炭素数１～２３の１つ以上のアルキル基によって任意で置換され
ていてもよいシリンダ潤滑剤。
　　【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項において、化合物（Ａ）が、ミリスチルアルコール、セチ
ルアルコール、ステアリルアルコール、エイコセノイルアルコールおよびベヘニルアルコ
ールから選択される少なくとも１種であるシリンダ潤滑剤。
　　【請求項７】
　請求項１～５のいずれか一項において、化合物（Ａ）が、イソトリデカノールであるシ
リンダ潤滑剤。
　　【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項において、さらに、分散剤、耐摩耗剤、消泡剤、耐酸化剤
および防食剤から選択される少なくとも１種の機能性添加剤を含むシリンダ潤滑剤。
　　【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項において、過塩基性清浄剤が、カルボネート、スルホネー
ト、サリチレート、ナフテネートおよびフェネートから選択された少なくとも１種の清浄
剤であるシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項において、過塩基性清浄剤が、少なくとも１０重量％含ま
れるシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項において、過塩基性清浄剤が、カルシウム、マグネシウ
ム、ナトリウムまたはバリウムで構成されるグループから選択される金属系化合物である
シリンダ潤滑剤。
　　【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか一項において、過塩基性清浄剤が、カルシウムまたはマグネ
シウムから選択される金属系化合物であるシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項において、過塩基性清浄剤が、アルカリ金属またはアル
カリ土類金属の炭酸塩、水酸化物塩、シュウ酸塩、酢酸塩およびグルタミン酸塩で構成さ
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れるグループから選択される不溶性の金属塩により過塩基化されているシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項において、過塩基性清浄剤がアルカリ金属またはアルカ
リ土類金属の炭酸塩により過塩基化されたシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項において、過塩基性清浄剤の少なくとも１種が、炭酸カ
ルシウムにより過塩基化されているシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項において、ポリイソブチレンコハク酸イミド類から選択
される分散剤を、少なくとも０．１重量％含むシリンダ潤滑剤。
　　【請求項１７】
　燃料油の総重量に対して硫黄が４．５重量％未満である燃料油に単独で適用可能なシリ
ンダ潤滑剤としての、請求項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の使用。
　　【請求項１８】
　燃料油の総重量に対して硫黄が０．５～４重量％である燃料油に単独で適用可能なシリ
ンダ潤滑剤としての、請求項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の使用。
　　【請求項１９】
　燃料油の総重量に対して硫黄が１．５重量％未満の燃料油と燃料油の総重量に対して硫
黄が３％超の燃料油との双方に単独で用いることができるシリンダ潤滑剤としての、請求
項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の使用。
　　【請求項２０】
　２ストローク船舶用エンジンにおいて、燃料油の総重量に対して硫黄が４．５重量％未
満の燃料油の燃焼時に腐食を防止するため、および／または不溶性の金属塩のデポジット
を減少させるための、請求項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の使用。
　　【請求項２１】
　２ストローク船舶用エンジンにおいて、燃料油の総重量に対して硫黄が４．５重量％未
満の燃料油の燃焼時に生成される硫酸をシリンダ潤滑剤で中和する速度の効率性を向上さ
せるために、シリンダ潤滑剤中に界面活性剤として用いられる化合物の使用であって、
　前記シリンダ潤滑剤は、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格によって測定される塩基価が４０
ｍｇＫＯＨ／ｇ以上であり、
　前記化合物は、第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコ
ールから選択される１種以上の化合物であり、
　前記一級モノアルコール、前記第二級モノアルコールおよび前記第三級モノアルコール
は、飽和性アルキル鎖を有する、または、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含
むアルキレン鎖を有し、
　前記アルキル鎖または前記アルキレン鎖は、それぞれ、炭素数が少なくとも１２の、直
鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖である、前記使用。
　　【請求項２２】
　請求項２１において、界面活性剤が、シリンダ潤滑剤の総重量に対して、０．１～２重
量％含まれる、使用。
　　【請求項２３】
　請求項２１または２２において、シリンダ潤滑剤が、請求項１～１６のいずれか一項に
記載のシリンダ潤滑剤である、使用。
　　【請求項２４】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の製造方法であって、
　前記シリンダ潤滑剤は、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ以上であり、且つ任意で、１種以上の機能性添加剤を含んでおり、
　化合物（Ａ）が、別個の添加剤として、化合物（Ａ）を含まないシリンダ潤滑剤に投入
される、シリンダ潤滑剤の製造方法。
　　【請求項２５】
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　船舶用潤滑剤のための添加剤濃縮物に対して化合物（Ａ）を投入し、さらにその混合物
を希釈する、請求項１～１６のいずれか一項に記載のシリンダ潤滑剤の製造方法。
　　【請求項２６】
　ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である
シリンダ潤滑剤のための添加剤濃縮物であって、
　前記添加剤濃縮物は、第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノ
アルコールから選択される１種以上の化合物（Ａ）を、当該添加剤濃縮物の総重量に対し
て０．０５～２０重量％含み、
　前記一級モノアルコール、前記第二級モノアルコールおよび前記第三級モノアルコール
は、飽和性アルキル鎖を有する、または、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含
むアルキレン鎖を有し、
　前記アルキル鎖または前記アルキレン鎖は、それぞれ、炭素数が少なくとも１２の、直
鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖である、シリンダ潤滑剤の添加剤濃縮物。
　　【請求項２７】
　ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である
シリンダ潤滑剤のための添加剤濃縮物であって、
　前記添加剤濃縮物は、第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノ
アルコールから選択される１種以上の化合物（Ａ）を、当該添加剤濃縮物の総重量に対し
て０．５～１５重量％含み、
　前記一級モノアルコール、前記第二級モノアルコールおよび前記第三級モノアルコール
は、飽和性アルキル鎖を有する、または、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含
むアルキレン鎖を有し、
　前記アルキル鎖または前記アルキレン鎖は、それぞれ、炭素数が少なくとも１２の、直
鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖である、シリンダ潤滑剤の添加剤濃縮物。
　　【請求項２８】
　ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である
シリンダ潤滑剤のための添加剤濃縮物であって、
　前記添加剤濃縮物は、第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノ
アルコールから選択される１種以上の化合物（Ａ）を、当該添加剤濃縮物の総重量に対し
て１５～８０重量％含み、
　前記一級モノアルコール、前記第二級モノアルコールおよび前記第三級モノアルコール
は、飽和性アルキル鎖を有する、または、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含
むアルキレン鎖を有し、
　前記アルキル鎖または前記アルキレン鎖は、それぞれ、炭素数が少なくとも１２の、直
鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖である、シリンダ潤滑剤の添加剤濃縮物。
　　【請求項２９】
　請求項２６から２８のいずれか一項において、化合物（Ａ）が重質モノアルコールであ
り、このモノアルコールは、炭素数１２～２４のアルキル直鎖を主鎖として有し、
　前記アルキル直鎖は、炭素数１～２３の１つ以上のアルキル基によって任意で置換され
ていてもよい、シリンダ潤滑剤の添加剤濃縮物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　この目的のため、本発明は、船舶用エンジンの潤滑剤基油と、アルカリ金属またはアル
カリ土類金属で構成された少なくとも１種の過塩基性清浄剤とを含むシリンダ潤滑剤であ
って、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上で
あり、さらに、炭素数が少なくとも１２の飽和性または不飽和性の、直鎖または分岐鎖ア
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ルキル鎖またはアルキレン鎖を有する第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまた
は第三級モノアルコールから選択される１種以上の化合物（Ａ）を、当該シリンダ潤滑剤
の総重量に対して０．０１～１０重量％、好ましくは０．１～２重量％含有しているシリ
ンダ潤滑剤を提供する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　本発明の別の主題は、２ストローク船舶用エンジンにおいて、硫黄分が４．５％ｍ／ｍ
未満の燃料油の燃焼時に生成される硫酸を、シリンダ潤滑剤で中和する速度の効率性を向
上させるための、シリンダ潤滑剤中に界面活性剤として用いられる化合物の使用に関する
ものであり、前記シリンダ潤滑剤は、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格によって測定される塩
基価が４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上であり、前記化合物は、炭素数が少なくとも１２の飽和性
または不飽和性の、直鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖を有する第一級モノ
アルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択される１種以上
の化合物である。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　本発明の他の主題は、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定される塩基価が４０ｍｇ
ＫＯＨ／ｇ以上であるシリンダ潤滑剤のための添加剤濃縮物に関するものであり、前記添
加剤濃縮物は、炭素数が少なくとも１２の飽和性または不飽和性の、直鎖または分岐鎖ア
ルキル鎖またはアルキレン鎖を有する第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまた
は第三級モノアルコールから選択される１種以上の化合物（Ａ）を、当該添加剤濃縮物の
総重量に対して０．０５～２０重量％、好ましくは、０．５～１５重量％含む。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　他の実施形態によると、上記添加剤濃縮物は、炭素数が少なくとも１２の飽和性または
不飽和性の、直鎖もしくは分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖を有する第一級モノアル
コール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択される１種以上の化
合物（Ａ）を、当該添加剤濃縮物の総重量に対して１５～８０重量％含む。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　本発明において、上記重質アルコールは、単独で、または組み合わせて使用され、第一
級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択されるも
のであり、これらのアルコールのアルキル鎖またはアルキレン鎖は、飽和性もしくは不飽
和性であってもよく、直鎖もしくは分岐鎖であってもよく、前記アルキル鎖またはアルキ
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レン鎖の炭素数は少なくとも１２である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４８】
　さらに、前記アルキル鎖の炭素数は最大で６０であるのが好ましい。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　好ましくは、前記アルキル鎖の炭素数は１２～５０である。前記アルキル鎖は、飽和性
であってもよいが、エチレン二重結合型の不飽和基を最大で２つ含んでいてもよい。好ま
しくは、上述の化合物（Ａ）の構造には、芳香族基が含まれていない。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１３】
　例えば、船舶用潤滑剤のための添加剤濃縮物は、炭素数が少なくとも１２の飽和性また
は不飽和性の、直鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖を有する第一級モノアル
コール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択される１種以上の化
合物（Ａ）を、添加剤濃縮物の総重量に対して、好ましくは０．０５～２０重量％、より
好ましくは０．５～１５重量％含有する。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１４】
　別の一実施形態によると、シリンダ潤滑剤のための添加剤濃縮物は、炭素数が少なくと
も１２の飽和性または不飽和性の、直鎖または分岐鎖アルキル鎖またはアルキレン鎖を有
する第一級モノアルコール、第二級モノアルコールまたは第三級モノアルコールから選択
される１種以上の化合物（Ａ）を、添加剤濃縮物の総重量に対して０．０５～８０重量％
、好ましくは０．５～５０重量％、より好ましくは２～４０重量％、さらに好ましくは６
～３０重量％、特に好ましくは１０～２０重量％含有する。
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